
）
 
 

▲
 
】
 
 

一
一
 
 

（
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
向
上
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
事
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
 
 

に
つ
い
て
、
第
三
者
に
よ
る
評
価
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
社
会
福
祉
法
第
七
十
八
条
に
お
い
て
、
社
 
 

会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
 
 

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
 
 

ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
道
府
県
は
、
事
 
 

業
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
適
切
な
第
三
者
評
価
が
実
施
で
き
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
を
行
い
、
第
三
者
評
価
 
 

の
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 
 

障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
 
 

を
置
く
等
の
必
要
な
体
制
を
整
備
し
、
従
業
者
に
対
し
て
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
 
 

努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

都
道
府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
地
域
自
立
支
援
協
議
会
等
の
場
の
活
用
等
に
よ
り
、
福
祉
事
 
 

務
所
、
児
童
相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
及
び
障
害
児
団
体
、
学
校
、
警
察
、
法
務
局
、
 
 

司
法
関
係
者
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
か
ら
成
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
障
害
者
等
 
 
 

の
管
理
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
に
対
す
る
第
三
者
の
評
価
 
 

一
八
貢
 
 



四
 
そ
の
他
 
 
 

1
 
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
の
時
期
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
三
年
間
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
量
の
見
込
み
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
、
平
成
 
 

十
八
年
度
中
に
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
障
害
福
祉
計
画
の
期
間
及
び
見
直
し
の
時
期
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
に
 
 

4
 
 

（四）（三）（二）（一）  

に
対
す
る
虐
待
の
未
然
の
防
止
、
虐
待
が
発
生
し
た
場
合
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
、
再
発
の
防
止
等
に
つ
 
 

い
て
定
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
等
虐
待
防
止
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
 
 

る
。
 
 

都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 
 

都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。
 
 
 

実
施
す
る
事
業
の
内
容
 
 
 

各
年
度
に
お
け
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
量
の
見
込
み
 
 
 

各
事
業
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
僑
 
 
 

そ
の
他
実
施
に
必
要
な
事
項
 
 

一
九
貢
 
 
 



4
 
 

3
 
 
 っ
い
て
は
、
第
一
期
障
害
福
祉
計
画
に
係
る
必
要
な
見
直
し
を
平
成
二
十
年
度
末
ま
で
に
行
っ
た
上
で
、
平
成
 
 

二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
の
ほ
か
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
 
 

る
か
、
一
般
就
労
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
か
等
の
達
成
状
況
を
点
検
、
評
価
し
、
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
 
 

要
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
公
表
 
 
 

市
町
村
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
 
 

す
る
。
ま
た
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
た
際
に
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
都
道
 
 

府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
 
 

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

二
〇
頁
 
 



別
表
第
一
 
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
に
関
す
る
数
値
目
標
の
設
定
 
 

事 じ   利 由   の   

業 た 障   用 に 公   事  

者よ共  
のる職  

． 

＝ 項  

，． 
援   

訓 に  事   

練 応   の 経   業   

と 者 る 都   て 二 就   こ 祉 へ   
が の た 道 都  の 十 労 都  と 施 の 都   

で う め 府 道  者 三 移 道  を 設 移 道   

き ち  、県 府  が 年 行 府  目 の 行 府   

る  、平 労 県  公 度 支 県  指 利 等 県   
よ 必 成 働 の  共 に 援 の  す 用 の の   

う 要 二 局 障  職 お 事 障  0 者 目 障   
、な 十 と 害  業 い 業 害   の 標 害   
そ 者 三 連 保  安 て 者 保   う が 保   
のが年携健  、等 健   
受そ度し福  

ち 達 健  

講 
、成 福  

のにて祉  二で祉  

者態お 、担   割き担   
・▼…  

内  

、   上よ部  
のう局  

施局   者 、は  
’ が平 容  

就成福  

莞≡塾 労二祉   
．  移十施  

葦蓋宣誓雲  行三設 支年・の   

訓 般 へ 労  援 度 利   

練 就 の 働  づ を 携 局   事 ま 用   
を 労 移 担  く 希 を と   業 で 者   
受 へ 行 当  り 望 促 連   を に の   
講 移 を 部  を す し 携   利 現 －   
す 行 促．局  行 る  、し   用 在 般   
る す 進 及  う す 平 て   す の 就   
こ る す び   べ 成 る 福 労   

四
 
障
害
者
試
行
雇
用
事
 
 
都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
労
働
局
と
連
携
し
て
、
 
 二

一
頁
 
 
 



五
 
職
場
適
応
援
助
者
に
 
 
 

よ
る
支
援
の
対
象
者
数
 
 

業
の
開
始
者
数
 
 

福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
 
 

い
て
、
障
害
者
試
行
雇
用
事
業
 
（
障
害
者
雇
用
の
経
験
の
無
い
事
業
主
等
に
対
し
 
 

、
障
害
者
雇
用
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
作
 
 

り
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
つ
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
 
 

に
移
行
す
る
者
の
う
ち
、
当
該
事
業
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
者
が
活
用
で
き
 
 

る
よ
う
、
そ
の
開
始
者
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
 
 
 

都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
及
び
 
 

都
道
府
県
労
働
局
と
連
携
し
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
者
の
職
 
 

場
適
応
を
容
易
に
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
職
場
適
応
援
助
者
 
 

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
 
 

号
）
 
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
職
場
適
応
援
助
者
を
い
う
。
 

に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
者
の
う
ち
、
必
 
 

要
な
者
が
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
 
 
 

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
末
ま
で
に
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く
職
場
 
 

適
応
援
助
者
助
成
金
の
対
象
と
な
る
職
場
適
応
援
助
者
が
全
国
で
八
百
人
養
成
さ
 
 

れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
に
お
い
て
も
、
障
害
保
健
 
 
 

二
二
頁
 
 



六
 
障
害
者
就
業
・
生
活
 
 
 

支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
 
 
 

支
援
対
象
者
数
等
 
 

福
祉
担
当
部
局
と
も
連
携
し
、
そ
の
計
画
的
な
養
成
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
及
び
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
労
 
 

働
局
と
連
携
し
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
し
た
者
の
職
場
定
着
を
図
 
 

る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
 
 

す
べ
て
の
者
が
、
就
労
移
行
支
援
事
業
者
と
連
携
し
た
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
 
 

セ
ン
タ
ー
 
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
よ
る
支
援
を
受
 
 

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
地
域
に
お
 
 

け
る
就
業
面
及
び
生
活
面
に
お
け
る
一
体
的
な
支
援
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
 
 

、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
拡
充
し
、
中
長
期
的
に
は
、
す
べ
て
の
 
 

圏
域
に
一
か
所
ず
つ
設
置
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 
 

二
三
頁
 
 
 



別
表
第
二
 
 

方 込 の 種 又 定   数   画   

策 量 見 類 は 障 各   事                     値 平   

l 

の 込 ご 指 害 年   

確 み と 定 福 度   
保 及 の 相 祉 に   三…  
の び 必 談 サ お   

工百                          自又 二 「・⊥ナ ー   
た そ 要 支1 け   
め の な 援 ビ る   

馳  
の 見 量 の ス 指   の   計   

②  
こ 援 三  

①  値 基 の   び   

量  と   目・本 移 障  特 市   
の 指 と の 年 別 の 各  標 指 行 害  色 町   
確 定  0 種 度 表 必 年  を 針  、者  等 村   
保 障   類 に 第 要 度  設．に 福 に   障   

の 害  ご お  三 な に  定 即 祉 っ   害   

た 福  と け を 量 お  す し 施 い   福   

め 祉   の る 参 の け  る て 設 て   祉   

の サ  
実 市 考 見 る  こ  、の 、   計   

と地利施 0 画  

域用設  に  

の者入 実の所  係 る  
情一者  

■ に般及  内  

応就び  の  

じ労退  根  

てへ院  容  

、の可  

平移能  趣  
ヒユ  

成行精  日  
ヽ  

二等神  

十を障  基  

三進害  
本  

年め者  的  

度るの  理  

にた地  ヽ  

おめ域  

け 、生  
目  

るこ活  
的  

込  る 支 十  
」   
数 の へ  

及  二
四
貢
 
 



五   四   

及 画   の 画   す 支   

び の 市  川寺 の 市   る 援 市   
評達町  事事町  
価成村   間村  項業村   
状 障   及 障   の の   

況 害   び 害   実 地   

の、福   見福   施 域   

点 祉   直 祉   に 生   

検 計   し 計   関 括   

方   ④ ③   ② ①  
、   

法 各  市  込  次 市   

等 年   町  そ 各 み 各 実 の 町   

を 度   村  の 事   年 施 事 村   
定 に   障  他 業   度 す 項 が   
め お   害  実 の  に る を 実   
る け   福  施 見   お 事 定 施   
こ る   祉  に 込  

計  必 量   
け 業 め す   

と 市  る の る る   
0町  画  

村  の  

障  期  

雲巨 Fコ  間  

福  及  

び   

・ 

祉  
＼．．．＿  

計  見  

画  直  

の  し  

達  の  
施  

つ  

成  時  
に  

い  

状  期  

況  を  
関  

を  定  

占  め  

る  
、：■－  

及  ＼ヽ■．．．．．．－  

び  
評  

と  

価  

す  

る  二
五
貢
 
 
 



別
表
第
三
 
 

一
 
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
 
 

二
 
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
 
 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
全
 
 

体
の
見
込
量
 
 
 

型
）
、
就
労
継
続
支
援
 
（
B
型
）
、
療
養
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
 
 

次
の
①
及
び
②
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。
 
 

①
 
支
援
費
制
度
等
に
基
づ
い
て
障
害
者
等
の
支
援
を
行
う
施
設
 
（
以
下
 
「
法
定
 
 
 

施
設
」
 
と
い
う
。
）
 
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
及
び
い
わ
ゆ
る
小
規
模
作
業
所
の
利
 
 
 

用
者
の
合
計
数
を
基
礎
と
し
て
、
近
年
の
利
用
者
数
の
伸
び
、
養
護
学
校
卒
業
 
 
 

者
数
の
今
後
の
見
通
し
等
を
勘
案
し
て
見
込
ん
だ
数
か
ら
、
一
般
就
労
に
移
行
 
 
 

す
る
者
の
見
込
数
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
法
定
外
施
設
 
（
法
定
施
設
 
 
 

以
外
の
施
設
を
い
う
。
）
 
の
利
用
者
見
込
数
を
控
除
し
た
数
 
 

②
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
日
中
活
 
 
 

（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
 
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
 
（
A
 
 

二
六
頁
 
 



自   自   生  

＿⊥．＿＿   ＿⊥＿   活   

訓   訓   介   

練   練   
護   

／－■■＼  （   

生   機   

活   

訓   訓   

練   
）  

練  
）   

① て   し の   ま る の 、の   
ま 在   動     、次  て 地 現  れ 小 二 区 場 現   
れ の 施 量 の   、域 時  る 規l分 合 時  系   
る 知 設 の（D  量 生 点  者 模 ズ 三 は 点  サ   
も 的 入 見 か  の 活 の  の 作  、以  、の  1   
の 障 所 込 ら  見 へ 身  数 業 近 上 区 法  ビ   

以 害 者 み ③  込 の 体  を 所 年  
）  

分 定  ス   

外 者 の を を  み 移 障  加 の の に 四 施  の   

の 等 地 定 合    え 利 利 該 以 設   利   

も の 域 め 算  
の 施 生 る し  め 数 更  が   

の 設 活  0 た  る 値 生   見   
う 入 へ  数   目 施   込   

ち 所 の  に   標 設  ま  

か 者 移   
、   れ        、の   

ら で 行  平   て新等込歳ち   

、あ の  均   均 用   者  

利 つ 数  的   的 者  の  

用 て 値  な   な 数   数  

者 生 目  サ   サ を   

の 活 標   1   1 基   
ニ 介 を  ビ   ビ 礎   

l護 達  ス   ス と   

ズ 事 成  利   、上区                                                                       利 し   
等 業 で  用   用 て   

を の き  期   期  、   

勘 対 る  間   間 施   象 に 点 所 以   
案 象 よ  を   等 設   者  、の の 上   

し と う  勘   を 入   と い 利 場 （   
て 見  勘 所   見 わ 用 合 入   
見 込 現  し   案 者   込 ゆ 者 は 所   

込
ん
だ
数
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頁
 
 
 



就
労
移
行
支
援
 
 

次
の
①
か
ら
③
を
合
算
し
た
数
に
、
平
均
的
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
期
間
を
勘
案
し
 
 

て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 

①
 
福
祉
施
設
の
利
用
者
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
の
数
値
目
標
が
達
成
で
き
る
よ
 
 
 

ぅ
、
現
時
点
の
福
祉
施
設
の
利
用
者
で
あ
っ
て
生
活
介
護
事
業
の
対
象
と
見
込
 
 
 

ま
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
見
 
 
 

込
ん
だ
数
 
 

②
 
養
護
学
校
卒
業
者
等
新
た
に
就
労
移
行
支
援
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
 
 
 

者
の
数
 
 

③
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
就
労
移
 
 
 

②
 
地
域
に
お
い
て
親
等
と
暮
ら
す
者
で
あ
っ
て
自
立
生
活
を
希
望
す
る
も
の
の
 
 
 

ぅ
ち
、
生
活
訓
練
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
者
の
数
 
 

③
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
生
活
訓
 
 
 

練
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
者
の
数
 
（
精
神
病
院
が
病
床
を
転
換
す
る
こ
 
 
 

と
等
に
よ
り
、
自
立
訓
練
 
（
生
活
訓
練
）
 
事
業
又
は
就
労
移
行
支
援
事
業
と
し
 
 
 

て
、
退
院
可
能
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
居
住
に
係
る
支
援
を
提
供
す
る
場
合
 
 
 

の
対
象
者
を
含
む
。
）
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就   就  

労   労   

継   継   

続   続   

支   支   

援   援  

（  （   

B   A   
型   型  
）  ）   

な 工  
）   

の  見 支 護   
場 と る 行  経 貸 設 事 就  対 設 込 援 給 日   

費 の 定 業 労  象 定 み （ 付 中  合 し こ 支   
を 平 に の 継  者 に を A 等 活  の て と 援   
控 均 当 見 続  と 当 定 型 の 動  対  、等 事   
除 額 た 込 支  見 た め ） 対 系  象 退 に 業   
し （  つ 数 援  込 っ る 事 象 サ  者 院 よ の   

て 事 て を 事  ま て  業 者1  を 可 り 対   
支 業 は 控 業  れ は  の と ビ  含 能  
、除の  

、象   
払所  ■●   

うが区し対  

金  竺 成   と ま 体  
害練込  

者（ ま  
に生れ  

対括る  

．  し訓者  

て練の   
、）  

数  

う  居事（  
住業精  

に又神  

係は病  

る就院  

支労が  

続  援移病  

し 、業   を 行 床  
支  て 就 以   提 支 を   

或 にお  （   援  、労 外、   供 援 転   
ご 必 け  A   事  量 継 の   

型   
す 事 換   

と 要 る  業  の 続介   る 業 す   

の
目
標
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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短   

期   
．出  

入   ＿J フ‾   

療  

介   

所   イ  
護   

サ  

1  

ビ  

ス  

じ 数 新   る 児 用   を 症   

た に た 現   0 を 者 現  勘 者 現   
量  、に 時   対 数 時  案 療 時   
を 障 サ 点   象 の 点  し 養 点   
勘 害1の   と 伸 の  て 等 の   
案 者 ビ 短   し び 児   、給 重   
し 等 ス 期   た 等 量  量 付 症   
て の 利 入   事 を デ  の 事 心   

ニ 用 所   業 勘 イ  見 業 身   
量1が 事   と 案 サ  込 の 障   
の ズ 見 業   の し l  み 対 害   
見 等 込 の   役  、ビ   

込 を ま 利   割 市 ス   
‘ ■  

． 

を 地 の   礎 委  
踏 域 利   と 託  

．   ま 生 用   し 病   

込 害 礎   え 活 者   て 床   

ん 者 と   た 支 数   、を   
だ の し   上 援 を   近 含   

一 数 て   で 事 基   年 む   

人 等  
、   

、業 礎   の   

当 を 利   
量 で  

と   利 ）   

た 勘 用   の 美 し   用 、   
り 案 者   見 施 て   者 進   

利 し 数   込 さ  数 行   

用 見 の   み れ 近   の 性   

畳 込 伸   を る 年   伸 筋   

を ん び   定 障 の   び 萎   

乗 だ  
、   

め 害 利   等 縮   

三
 
共
同
生
活
援
助
、
共
同
生
活
介
護
、
施
設
入
所
支
援
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四
 
相
談
支
援
 
 

施
設
入
所
支
援
 
 

合
算
し
た
数
か
ら
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 
 

現
時
点
の
施
設
入
所
者
数
を
基
礎
と
し
て
、
施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
 
 

行
の
数
値
目
標
数
を
控
除
し
た
上
で
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
等
で
の
対
応
が
困
難
な
者
の
 
 

利
用
と
い
っ
た
真
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
数
を
加
え
た
数
か
ら
、
量
の
見
込
み
を
 
 

定
め
る
。
 
 
 

な
お
、
当
該
見
込
数
は
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
い
て
、
現
時
点
の
施
設
入
 
 

所
者
数
の
七
％
以
上
を
削
減
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
 
 

て
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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別
表
第
四
 
 

数   計   

値 平  画 都   
事  

標 二  基 府   
の 十  本 県   
■  

的 障   

項  

度  念 福   

の  等 祉   

④ ③ ② ① 推 局 る   値 基 の   及   

進 等 た 特 目 本 移 障  び 都   

職 障 障 公 に の め に 標 指 行 害  特 道   

場害害共関関 
、 

、を針 、者  
等県  
障  

害  

福   
、   

祉  吾豊是霊長姦悪宗宅地利施        、の  計   

内  

に  

係  

る  

容  

の  

根  

拠  

趣  
ヒユ  
日  
ヽ  

基  

本  

的  

理  

念   
ヽ  

目   

の 働 す   数 の へ   的  三
二
頁
 
 



四   五  

所 者   方 込 の 種 又 定  

指  区  

定  の 込 ご 指 害 年   域  

障  の  

害  

福  の指  定   

祉  必定  
】け  

サ  要障  三晶  
l  入害   

支   
援 平   

②  （D  と 定   ⑤  

指  量  区 の び   ○ め 指  

定  施 成   の 指 域 種 平 市   障                            る 定  

障  確 定 及 類 成 町   単 障  害  

害  の 十   保 障 び ご 二 村   位 害  者   

福   必 年   の 害 都 と 十 障   と 福  就   

祉  要 度   た 福 道 の 三  害   な 祉  業  

サ  入 ま   め 祉 府 実 年 ■  

l  所 で   

。 生  

ビ  定の  方l全にに計  域ビ  
ス  策ビ域関お画  をス  
等  一  定又  
に  めは  
従  た指  ン′  

事  場定   

す  1   

る  に 
事   

者  
」  び 福  

及  亀子   主霜主夏誓モ   必 祉 平   
び  援  要 サ 成   業 の 支 援  

相  年   の  な l   

談  量 ビ 十   
趣 種  

度   種  旨 類  
対  

支  に   類  の ス 年   
象  

陵  お   見 又 度   

専  け   と  込 は ま   者 数 等  

ヨ弓  る   の  み 指 で   等 量   

員  指   必  に 定 の   を の  
等  

定   要  つ 相 各   
い 談 年   

定 見  
プ〕  障   な  め 込  

確  害   見  て 支 度   る み   

呆   者   込   、援 及   こ を   

ビ
ス
等
に
従
事
す
る
者
 
 又
は
資
質
の
向
上
の
た
め
に
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
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九   八   七   

検 計   し 計   関 活   置上  
及 画 都  の画都  す 支 都   の  

時の道  る援道  た  

期期府  ‾ め  

間県  提   に  

状 障   及 障   の の   講  

況 害   び 害   実 地   ず  

の 福   見 福   施 域   る  

点 祉   直 祉   に 生   摺   

る   ④ ③  ② ① て  
方 各  都  込  、都   
法 年   道  そ 各 み、各 実 次 道   
等 度   府  の 事  年 施 の 府   
を に   県  他 業   度 す 事県   
定 お   障  実 の  に る 項 が   
め け   害  施 見   お 事 を 実   
る る   福  に 込   け 業 定 施   
こ 都   祉  必 量   る の め す   
毛  計  要 の   事 内 る る  

画  容   

県  の  

障  期  

害  
間  

及   
福  

び  ㍍  
祉  

見  
計  ㍍  

直  
画  

し  
の  施  に   

達  
の  

に  つ   

成  
時  

開  い   

状  
期  

を  
す  て   

況  る  
、   

を  
定  

め  
考  地   

る  
え  域   

検  、ナー・  

＼．．＿＿  

方  の   

及  
と  

及  実   

び  び  情   

評  量  に   

価  の  応   

す  見  

の
確
保
又
は
資
質
の
向
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